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○ 平成２３年３月１１日（金）14 46に三陸沖でマグニチ ド９ ０の地震が発生 東北

東日本大震災における被害状況 
○ 平成２３年３月１１日（金）14:46に三陸沖でマグニチュード９．０の地震が発生。東北

地方を中心に地震、津波等により大規模な被害。 
  

人的被害

北米プレート 

人的被害

死者   １５，５９７名 

行方不明者    ４，９８０名 
３月１１日

負傷者    ５，６９４名 

×

３月１１日
震源地Ｍ９．０ 

ユーラシアプレート 

建築物被害

全壊   １０９，７９４戸 

半壊 １２５ ７５２戸

×

半壊 １２５，７５２戸 

一部損壊   ４６０，４４０戸 

プ

１ 

（警察庁調べ７月２０日時点） 太平洋プレート

フィリピン海プレート 



被害状況①（医療機関・社会福祉施設） 

（１）被災地の病院の被害や診療機能の状況（１）被災地の病院の被害や診療機能の状況
  （厚生労働省医政局７月１１日時点まとめ） 

  病院数 

東日本大震災による
被害状況 

診療機能の状況 

一部
外来の受入制限 外来受入不可 入院の受入制限 入院受入不可 

全壊 
部 

損壊※１ 被災 
直後 

4/20 
現在 

5/17 
現在 

6/20 
現在 

被災 
直後 

4/20 
現在 

5/17 
現在 

6/20 
現在 

被災 
直後 

4/20 
現在 

5/17 
現在 

6/20 
現在 

被災 
直後 

4/20 
現在 

5/17 
現在 

6/20 
現在 

岩手県 94 3 59 54 5 3  3 7 3 3  3 48 7 2  2 11 5 4  4 

宮城県 147 5 123 40 17 5 5 11 6 2 2 7 13 5 4 38 11 7 6宮城県 147 5 123 40 17 5 5 11 6 2 2 7 13 5 4 38 11 7 6 

福島県 139 2 108 66 20 11 9 27 12 12 11 52 22 14 10 35 24 20 17 

計 380 10 290 160 42 19 17 45 21 17  16 107 42 21 16 84 40 31  27 

※１ 全壊及び一部損壊の範囲は、県の判断による。「一部損壊」には、建物の一部が利用不可能になるものから施設等の損壊まで含まれうる。

（厚生労働省社会・援護局５月１３日時点まとめ）（２）被災地の社会福祉施設等の被害

※ 壊及び 部損壊 範囲は、県 判断 よる。 部損壊」 は、建物 部 利用不可能 なるも ら施設等 損壊ま 含まれうる。
※２ 福島県の受入不可の医療機関の中には、東京電力福島第１原発の警戒区域、緊急時避難準備区域内の病院を含む。 
※３ 災害拠点病院については、県立釜石病院（岩手県）で入院制限及び南相馬市立総合病院（福島県）で入院・外来制限。（7/1時点） 
※４ 一部確認中の病院がある。 

 （厚生労働省社会 援護局５月１３日時点まとめ） （ ）被災地の社会福祉施設等の被害

  施設数※１ 
被災施設

数   

児童福祉施設 老人福祉施設 障害福祉施設 その他福祉施設 

全壊 
一部 
損壊※2 全壊 

一部 
損壊

全壊 
一部 
損壊

全壊 一部損壊 
  損壊 損壊 損壊

岩手県 2,142 208 12 29 9 92 9 56 0 1 

宮城県 2,712 333 13 131 2 54 11 122 0 0 

福島県 2 352 334 2 92 1 168 0 70 0 1

２ 

福島県 2,352 334 2 92 1 168 0 70 0 1 

合 計 7,206 875 27 252 12 314 20 248 0 2 
※１ 施設数については、被害のあった施設類型のうち主立ったものについて、平成21年度の各種統計を元に集計。 
※２ 全壊及び一部損壊の範囲は、県の判断による。「一部損壊」には、建物の一部が利用不可能になるものから設備等の損壊まで含まれうる。 



被害状況②（水道） 
○ 津波の被災地を中心に、３県で少なくとも４．８万戸の断水被害が生じている状況。これまでに

復旧した総数は225万戸。 

○ ４月上旬の余震により、断水戸数が一旦増加したが、順調に復旧が進んでいる。 

200 2400000 
東日本大震災における水道の復旧状況 （戸数） 

（７月19日現在） 

約２２５万戸 
（復旧戸数）

150 

2000000 

（復旧戸数） 

1001200000

1600000 
断水発生市町村数（右軸目

盛） 
断水戸数（左軸目盛） 

復旧戸数（左軸目盛） 100

800000 

1200000  復旧戸数（左軸目盛）

50 

400000 
２６（断水市町村数） 

約４．８万戸 

0 0 
3月12日  3月27日  4月11日  4月26日  6月3日 ７月１９日

３ 

（断水戸数） 



臨海部の市町村の事業所・就業者の数 

震災以前の被災３県の臨海部（市町村）における就業状況 

            

          ＜事業所数＞            ＜就業者数＞ 
特に被害の大きい

○ 臨海部の市町村の事業所・就業者については、特に大きな影響を及ぼし
ているものと推測される。 

 岩手県    １．６万所 （24%）       １３．１万人（19%）   
 宮城県    ４．７万所 （43%）           ４５．８万人（41%）  
 福島県          ２．４万所 （24%）         ２５．３万人（25%） 
    ３県計     ８．８万所 （31%）             ８４．１万人（30%） 

特に被害の大きい、
臨海部について把握  

※割合（％）は当該県の全数に占める割合 

（出所）総務省「平成18年事業所・企業統計調査」  （出所）総務省「平成17年国勢調査」 

３県の臨海部の市町村の産業別就業者割合

8105  8396  15229  22924  5287  21109  5420  12189  5589  12964 岩手県 

農業   

林業   

漁業   

鉱業   

県の臨海部の市町村の産業別就業者割合

農業  漁業  建設業  製造業  卸売・小売業  医療，福祉 運輸業 
飲食
店、 
宿泊業 

教育 
サービス業(他に分類

できないもの) 

16451  45469  62410  33444  96917  22488 
34472 

18332  62594 宮城県 

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給・水道業  

情報通信業   

運輸業   

卸売 売業

（備考）臨海部の市町村： 
岩手県（洋野町、久慈市、野田村、普代
村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田

4%

12863  

9%

31354  

17%

50768  

5%

11137  

18%

41324  

5%

11258  

9%

22691  

4%

10257  

14%

34954  

全国

福島県 

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店，宿泊業   

医療，福祉 

教育，学習支援業 

町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前
高田市）、 
宮城県（気仙沼市、南三陸町、石巻市、
女川町、東松島市、松島町、利府町、
塩釜市、七ヶ浜町、多賀城市、宮城野
区、若林区、名取市、岩沼市、亘理町、
山元町）、 

4%  9% 17%  5% 18% 5% 9% 4% 14%

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 

全国 
複合サービス事業 

サービス業（他に分類されないもの）   

（出所） 
総務省「平成17年国勢調査」 

福島県（新地町、相馬市、南相馬市、浪
江町、双葉町、大熊町、楢葉町、富岡
町、いわき市、広野町） 

 
４ 



○ 災害に際して 国が応急的に必要な救助を行い 救助経費を 部負担するもの

災害救助法の適用 

○ 災害に際して、国が応急的に必要な救助を行い、救助経費を一部負担するもの。

 （被災自治体の財政力に応じ、最大9割国庫補助）。 

○ 宮城県、岩手県、福島県等に災害救助法が適用され、応急仮設住宅の設置をはじめとする
災害救助のための経費として、第一次補正予算等で予算措置（約４，４００億円）を講じた。 

 全域適用  青森県一部適用(3月13日) 
（1市1町）

岩手県適用(3月12日) 
（全34市町村） 

災害救助法による支援内容 

○被災者の救出 

 一部適用 
（1市1町）

新潟県一部適用(3月12日) 
（2市1町）

宮城県適用(3月11日) 
（全35市町村） 

○医療、助産 

○避難所の設置費 

（2市1町）

長野県一部適用 
(3月12日)（1村） 

福島県適用（3月17日） 
（全59市町村） 

○炊き出し、飲料水の提供 

○被服、寝具等の提供茨城県一部適用(3月15日) 被服、寝具等 提供

○ホテルや旅館の借り上げ費 

○仮設住宅、高齢者サポートセンター 
栃木県一部適用(3月17日) 

（15市町） 

茨城県 部適用(3月15日)
（28市7町2村） 

５ 

 の設置費（※） 等 
千葉県一部適用(3月24日) 

（6市1区1町） 
東京都一部適用(3月12日) 

（47区市町）  ※仮設住宅の集会室の一部を活用した場合 



政府における東日本大震災関係の対策本部等 

政府

本部長 総理

東日本大震災復興対策本部（６/２８設置） 

政府 厚生労働省 

本部長：総理
副本部長：官房長官、復興対策担当大臣 

政府現地対策本部 

災害対策本部（3/11設置） 

本部長：厚生労働大臣 
副本部長 副大臣 政務官連携 副本部長：副大臣、政務官
事務局長：社会・援護局長  

現地対策本部（3/12設置）

連携

本部長：総理

緊急災害対策本部（3/11設置） 

現地対策本部（3/12設置）

岩手県現地対策本部 

本部長：総理
副本部長：防災担当大臣、官房長官、総務大臣、 
       防衛大臣 

政府現地対策本部 

原子力災害対策本部（3/11設置） 

本部長：総理

宮城県現地対策本部 

本部長：総理 
副本部長：経産大臣、原発担当大臣 

政府現地対策本部（オフサイトセンター） 
福島県現地対策本部 

原子力被災者生活支援チーム 

６ 

市町村復興支援チーム（7/6活動開始） 



東日本大震災に対するこれまでの対応① 

3月中旬以降 4月 5月 6月以降 

○官邸対策室設置、緊急参集チーム招集（3/11 PM14:50） 

○緊急災害対策本部を設置（ ）

※数値は7/19時点 

○厚生労働省災害対策本部（3/11 PM14:50）

政
府 

○緊急災害対策本部を設置（3/11 PM15:14）

被災者生活支援本部（3/17） 

○厚 労働省災害対策本部（ / ）

厚生労働省現地対策本部（3/12 AM9:00） 

・DMAT（災害派遣医療チーム）

○被災者健康支援連絡協議会（4/22～） 

約37人（9チーム）活
動中。（累計11 623人

DMAT（災害派遣医療チ ム）
による救護活動 （3/11～3/22） 
 ▲最大193チームが現地で活動（3/13） 

・医療関係団体等の医療チームの派遣・急性期（3/16～） ▲最大約706人（156チーム）が現地で活動（4/15）

医
療

動中。（累計11,623人 
（2,454チーム））  

                    医療関係団体等の医療チ ムの派遣 急性期（3/16 ）   ▲最大約706人（156チ ム）が現地で活動（4/15）                    

                                ・薬剤師の派遣（3/17～）                                           ▲最大133人が現地で活動（4/10）                                9人活動中 
（累計1,893人） 

療 

184人活動中 
（累計8,750人） 

12人活動中 
（累計517人）

 保健師・看護師等の保健活動（3/14～）                                   

 管理栄養士の派遣（3/20～）  ○宮城では全避難所で食事の総点検を２度実施（4/１～、5/1～） 
○岩手（5/10 ） 福島（4/20 ）でも食事の総点検を実施

○現地での直接雇用へシフト 
 （累計185人（7/11）） 

（累計517人） 

49人（13チーム）活動
中。（累計2,779人（56
チーム）） 

○岩手（5/10～）・福島（4/20～）でも食事の総点検を実施

 心のケアチーム派遣（3/16～）                  



3月中旬以降 4月 5月 6月以降

東日本大震災に対するこれまでの対応② 

3月中旬以降 4月 5月 6月以降 

医
薬

○一般・医療用医薬品を被災地へ搬入（3/12～） 
○生協から毛布・飲料水等の物資を配送（3/13～） 

※数値は7/19時点 

○医薬品の供給体制を構築（各県ごとに集積所を整備 医薬品の搬入）（ / ）
薬
品
・物
資 

○一般用医薬品を水産庁巡視船で海路搬送（3/20～） 
○医療用医薬品を米軍ヘリによる空路搬送（3/19） 

83人活動中

○医薬品の供給体制を構築（各県ごとに集積所を整備。医薬品の搬入）（3/19～）

介護職員等の派遣（3/21～） 

被災地の要援護者の他都道府県等へ受入（3/21～） 

83人活動中 
（累計1,498人） 

受入実績 
1,850人 

介
護
・福
祉

仮設住宅の着工（3/19～） 
サポート拠点の設置・運営イメージを情報提供（4/19） 

御遺体の埋火葬の体制確保（民間事業者への協力要請等）（3/12～）祉
・生
活 

御遺体の埋火葬の体制確保（民間事業者への協力要請等）（3/12 ）

生活福祉資金貸付（緊急小口資金）の開始（3/11～） 

日本政策金融公庫による事業者向けの融資（3/11～） 

○大震災被災障害者総合支援本部（3/18～） 
・被災地に現地対策本部を設置し、ニーズ調査・支援チームを派遣（3/22～） 

○妊産婦・乳幼児に対する支援のポイントを周知（3/18～ 4/14・5/20改訂）
○発達障害児・者に対する支援策をリーフレットで周知（4/28～） 

子
ど
も  児童福祉司等の派遣（3/25～） 

    ・震災孤児を把握（221名（7/19時点）） 
3人活動中 
（累計169人） 

○妊産婦・乳幼児に対する支援のポイントを周知（3/18～、4/14・5/20改訂） 

○「子どもの心のケアの手引き」等を配付（4/15～） 



東日本大震災に対するこれまでの対応③ 

3月中旬以降 4月 5月 6月以降 

 失業保険の特例（3/12～） 

  雇用調整助成金の特例（3/17～） 

ハローワークの出張相談を実施（3/16～） 

雇
用 ○福祉・くらし・雇用などの相談を共同で行うワンストップサービスを実施（4/5～） 

 雇用創出基金事業による当面のつなぎ雇用の確保 （4/5～） 

○医療保険制度による支援（3/11～）

○被災者等就労支援・雇用創出推進会議（3/28～） 
・「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ１（4/5） 

・「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ２（4/27） 
○医療保険制度による支援（3/11～）
 ・被災地に居住し生活にお困りの方は医療機関での窓口負担を免除 
 ・保険料の減免（最長1年間） 

○介護保険制度による支援 
 ・被災された方で生活にお困りの方について利用者負担及び介護保険施設 

そ
の
他 

○生活支援ニュースを配付（4/5～） 

 等の食費・居住費等の自己負担の免除等を実施（3/17～） 
 ・保険料の減免等(3/11～) 

○年金制度による支援 
 ・厚生年金保険料の猶予、国民年金保険料の免除(3/13～) 

厚生年金保険料の免除（最長１年間）

○障害福祉サービスの支援（3/24～） 
 ・障害福祉サービスの利用者負担や入所者の食費・居住費の自己負担を免除。 

 

 ・厚生年金保険料の免除（最長１年間）

※ 雇用調整助成金、医療保険制度、介護保険制度、年金制度、障害福祉サービスの支援については、震災発生日に遡っての適用が可能。  ９ 



東日本大震災に対するこれまでの対応④ 

3月中旬以降 4月 5月 6月以降 

※数値は7/19時点 

○原子力災害対策本部（3/11）

○原子力緊急事態宣言発令（3/11 PM19:03） 

総理大臣指示（ / ） 総理大臣指示（ / ）政
府 

原 災害 策本部（ / ）
・総理大臣指示（3/11 ～） 
 福島第一発電所の半径20km圏内の避難、20~30km圏内の屋内待避 

・総理大臣指示（4/22～）
計画的避難区域・緊急時避難準備区域を設定 

○東電福島第一原発作業員 
   健康対策室（5/20） 

・東京電力福島第一原発へ立入調査

・総理大臣指示（6/17～） 
特定避難勧奨地点を設定

被曝不安解消のための医療チーム派遣（3/17～） 

○患者・利用者の搬送（3/18～22） 
屋内退避指示が出ている20 30k 圏内の病院 老健施設等の患者 入居者

8人（4チーム）
活動中 
（累計398人） 

東京電力福島第 原発へ立入調査 
（5/27,6/7,7/11） 

原
発

・屋内退避指示が出ている20～30km圏内の病院・老健施設等の患者・入居者
 （約1,700人（6病院約700人、福祉施設約1000人））を福島県内外へ搬送 

食品中の放射性物質について暫定規制値を設定（3/17～）

○放射線の健康影響に関する一般の方向けQ&AをHPで周知（3/23） 

発
事
故
へ
の
対

                              ○魚介類に対する放射性ヨウ素の暫定規制値を設定（4/5～） 

○食品の出荷制限・摂取制限の設定・解除の考え方を公表（4/4） 

水道水中の放射性物質について摂取制限に関する指標等を設定（3/19～）対
応 

食品・水道水中の放射性物質のモニタリングの結果公表（3/19～） 

○水道水の摂取制限・摂取制限の解除の考え方を公表（4/4） 

○保育所等の園舎・園庭等の利用判断の暫定的考え方を設定(4/19)

○母乳中の放射性物質濃度等に関する調査結果を公表
（4/30,5/17,6/7） 

○保育所等の園舎 園庭等の利用判断の暫定的考え方を設定(4/19)

保育所等の放射線量の継続的モニタリング調査（4月中旬～） 
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保健・医療①（医療関係者の派遣等） 

現状への対応 被災地における医療の現状 

（１）医療関係者の被災地への派遣 
○ 日本医師会等の関係団体から、医師等を

派遣

○ 地震が発生して４ヶ月が経過し、
医療の内容は救急医療から慢性
疾患（高血圧など）対応へ 派遣 

○ 全国の自治体との間で、保健師等の派遣を
調整 

○ 精神科医 看護師等から構成される「心の

 
                                         

（２）医療保険制度による対応

○ 精神科医、看護師等から構成される「心の
ケアチーム」の派遣を調整 
 

 

 

 

（２）医療保険制度による対応

○ 氏名、生年月日などの申し出により、被保
険者証なしで医療機関を受診することが可能 

    

 

○ 被災地に居住し、生活にお困りの方は、医
療機関での窓口負担を免除 （震災後に他の
市町村に移った方も同様） 

 （ ※ ７月からは、原則として被保険者証と免 
除証明書を窓口で提示することが必要） 

１１ 

（医療チームのミーティング） 



現在の活動  保健・医療②（薬剤師の活動） 

       
今後の活動 

現在の活動 
・避難所等における医薬品供給、相談等 
・病院 薬局における調剤等の医療活動

 
○救護所 避難所等における被災者に対する

○被災地の薬局、医療機関における調
剤、服薬指導等による患者への継続
的な支援 

    病院、薬局における調剤等の医療活動
・医薬品集積所での医薬品の仕分け・管理等 

○救護所・避難所等における被災者に対する
  医薬品提供、服薬説明及びお薬手帳の活用 
  
  ・ 医療チームに同行して、避難所等における 
   処方支援、医薬品の識別、代替医薬品の 

○避難所や仮設住宅入居者への巡回
による薬の提供や相談及び衛生管理  

   提案、医薬品の提供、服薬説明
 
  ・ 各避難所等において医薬品に関する相談 
   応需・服薬説明、一般用医薬品の使用相談・ 

提供

（被災地におけるくすりの相談窓口） （避難所の仮設薬局での医薬品管理） 

   提供 
 
○被災地の病院の薬剤師業務の支援 （院内調剤、 
    外来患者への服薬説明等） 
 
○避難所等における衛生管理、防疫対策 
 
○医薬品集積所等での医薬品の仕分け・管理、 

救護所・避難所への払い出し作業 救護所 避難所 の払い出し作業
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現在の活動  保健・医療③（保健師の活動） 

      現在の活動 
・避難所に常駐及び巡回しての健康・衛生管理 
在宅要支援者等への家庭訪問

      今後の活動 

○ 熱中症予防対策 
脱 症 を 防す な塩 摂

・在宅要支援者等への家庭訪問
・仮設住宅入居者の健康状況の把握 

○ 避難所・仮設住宅の巡回及び家
庭訪問による要支援者への継続し
た支援 

  

 ・脱水症状を予防するため、こまめな塩分・水分摂取
  を呼びかけながら、健康相談・健康教育を実施 
 ・避難所の管理者等に、室内温度を適切に保つため 
  の環境整備や水分補給が可能な体制整備につい 

て助言

避難者の健康相談
に応じながら、避難
所におけるニーズ
を把握

○ 乳幼児健診等の市町村の平常
業務再開に向けた支援 

  て助言 

○ 感染症や食中毒の予防 
  手洗い、うがい、部屋の換気及びトイレ消毒等の保 
 健指導や健康教育を実施 

心 相談 対応

（エコノミークラス症候群等の予防のために健康体操を実施） 

○ 心の相談への対応 
 不眠やストレスを訴える避難者の把握、精神障害者
の継続的な治療等を支援 
 必要に応じて、心のケアチーム等と連携 

○ 福祉サービス等への連絡調整 
 支援を必要とする高齢者、障害者等に対する必要な
ケアの実施 
 ニーズに応じて介護・福祉サービス、ボランティア等
の支援に なぐための連絡や調整
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の支援につなぐための連絡や調整 
 



現在の活動  保健・医療④（栄養改善対策） 

今後の活動 現在の活動 

○ 岩手県 宮城県 福島県 社団法人 ○ 避難所や仮設住宅への管理栄○ 岩手県・宮城県・福島県、社団法人
日本栄養士会の連携の下、被災外の
自治体管理栄養士の協力も得て、栄
養状況の厳しい避難所の巡回指導

○ 避難所や仮設住宅への管理栄
養士による重点的な巡回指導、栄
養バランスのとれた食事の確保 

○ 糖尿病などの疾病状況や生活養状況の厳しい避難所の巡回指導、
個別相談、食事の確保に対応。（３／
２０～） 

 

○ 糖尿病などの疾病状況や生活
状況といった個別ニーズに応じた
食生活支援 

（家庭訪問による栄養指導） ○ 安定的に供給すべき食事提供のた
めの当面の目標となる栄養量を提
示。（４／２１～） 

 
○ 岩手県・宮城県・福島県における避

難所の食事提供状況等の把握、改善
すべき課題 整理 対応 （ ）すべき課題の整理、対応。（４／１～）

 
○ 被災後３ヶ月以降の避難所におけ

る食事提供のための栄養量とともに
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る食事提供のための栄養量とともに、
適切な栄養管理の留意事項を提示。
（６／１４～） 



○ 避難所への医療用医薬品の供給については 各県集積地に搬送された医療用医薬品を 各

 保健・医療⑤（医薬品の調達） 
○ 避難所への医療用医薬品の供給については、各県集積地に搬送された医療用医薬品を、各

県の実情に応じ県薬剤師会等の協力により保健所・救護所等へ搬入し、巡回医師が携行。 

○ 一般用医薬品については、各県集積地に搬送し、生活物資と同梱するなどにより避難所へ搬
入入 

支援内容  搬送先  現地への搬送方法  避難所への搬入 

医療用医薬品の搬入 
岩手県、宮城県、
福島県 

・トラックによる陸路搬送 
・米軍ヘリによる空路搬送 

各県集積地より、①県内の保健所・救護所等へ
搬入した上で、②避難所を巡回する医療チーム
が携行 

（仕分け梱包後 実情に応じて避難所へ）（県集積地に運びこまれた 般医薬品）

一般用医薬品の搬入 
岩手県、宮城県、
福島県 

・トラックによる陸路搬送 
・水産庁巡視船による海路
搬送 

各県集積地より、生活物資と併せて避難所に搬
送したり、避難所を巡回する医療チーム等が携行 

（仕分け梱包後、実情に応じて避難所へ） （県集積地に運びこまれた一般医薬品）

部分拡⼤ 
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介護・福祉① 
（介護）

（３）介護保険制度による対応

（介護）

（１）介護職員等の被災地への派遣

○ 氏名、生年月日などの申し出により、被保
険者証なしで介護サービスを利用することが

○ 全国の都道府県等に対し、被災地の介護
施設、障害者施設等への介護職員の派遣を

可能 
  

○ 利用料、介護保険施設等の食費・居住費
の自己負担額の免除等を実施。

依頼。 

○ 岩手県３０２人、宮城県９６６人、福島県１
５６人を派遣。累計１，４９８人。 の自己負担額の免除等を実施。

 

  ※７月１日以降は、原則として、被保険者証・免除証明書等が各々必要 

（２）要援護者の被災地からの受入

   派遣可能人数：７，７１９人 

○ 全国の都道府県に対し、被災地の要援護
者の介護施設等への受け入れを依頼

（２）要援護者の被災地からの受入

者の介護施設等への受け入れを依頼。
 

 実績：1,850人(岩手県271人､宮城県953人､福島県626人） 

 このほか東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う退
避者（介護施設等入所者）の受入れ 約1,500人 

１６ 
※ 実績については、７月１９日現在 （介護職員による家庭訪問の様子） 



介護・福祉② 
（障害者・児童） 

（１）障害者 

○ 障害者団体が被災地において災害対策本

部を設置し 地元の自治体等と協力して 居
○ 児童相談所の職員が、避難所等を巡回訪問し、震災 

（３）支援が必要な児童 

部を設置し、地元の自治体等と協力して、居

宅等で暮らす障害のある方の実態把握や必

要な支援につなげる取組を推進。 

 孤児を調査中 
 ・確認状況 7月19日現在 221人 

  (岩手県88人､宮城県112人､福島県21人の確認が行われ   
ているが 今後増える見込み)

○ 氏名、生年月日などを申し出ることにより、

受給者証なしで、障害福祉サービス等を受

けたり、医療機関、薬局での受診や薬の受

     ているが､今後増える見込み) 

○ 教育委員会等においても、学校等における児童生徒 
 の被災状況を調査中            
    

対応

（ ）児童福祉関係職員等の派遣

け取りが可能 

○ 利用者負担の免除を受けることが可能 

 

○ 児童相談所職員による支援が必要な児童の確認と
相談 

対応

（２）児童福祉関係職員等の派遣   ・児童相談所職員が、要援護児童の確認、養育と生活に関す
る親族との話し合いを実施 

 ○ 子どもの心のケア 
・心のケアの実施 子どもの心のケアに関する手引きの配布

○ 全国の都道府県等に対し、被災地の避難

所や児童相談所等への児童福祉関係職員  ・心のケアの実施、子どもの心のケアに関する手引きの配布 

 ○ 受け入れ先の確保  
  ・親族による引き受けが中心となるが、親族が受け入れられな

い児童は、里親や児童養護施設等で受入を調整中 

所や児童相談所等への児童福祉関係職員

（保育士、児童福祉司等）の派遣を依頼。派

遣可能人数は396人  

実績 宮城県 が活動中   ・受入可能人数を調査 

   （7月19日現在 里親2,189人、施設4,959人） 

  実績：宮城県3人が活動中 

   累計 岩手県19人、宮城県138人、福島県12人    

合計169人               （7月19日現在）         １７ 



  
 

○ 災害救助法の適用により 応急仮設住宅の設置について国が財政的支援を実施

仮設住宅について 
○ 災害救助法の適用により、応急仮設住宅の設置について国が財政的支援を実施。

○ 応急仮設住宅の供給について、7月20日時点で40,380戸が完成しており、被災地から要請さ
れている５２，８１４戸のうち大半は８月中に完成する予定。 

   
 （参考）岩手県釜石市 

・施設概要 ： 延床面積３１７㎡（集会室（デイ施設概要 ： 延床面積３１７㎡（集会室（デイ 
  サービス室）、相談室、事務室、トイレ、浴 
  室、厨房等） 
 ※ 向かい合わせの玄関等によるコミュニティの 
  形成、ウッドデッキ等によるバリアフリー化等 
  を促進 

完成予想図完成予想図

屋根のないデッキ部分 
 
屋根のあるデッキ部分屋根のあるデッキ部分
 
既存のアスファルト舗装部分 
 
外周道路 
 
既存樹木 

１８ 

縁側デッキの光景 



仮設住 体制仮設住宅へのサポート体制について 
・  コミュニティの交流の拠点、情報収集拠点として、仮設住宅に併設ミ ティの交流の拠点、情報収集拠点として、仮設住宅に併設
・  行政との接点となる自治会組織の活動拠点でもある 
・  介護や障害福祉、子育て等のサービス支援の拠点となる 
・ 配食サービス、24時間の見守り、移動支援といった生活支援を行う 
・ 仮設住宅入居者から選ばれた「ふれあい推進員」の活動拠点として お祭り 学校行事の打ち合わせの場に・ 仮設住宅入居者から選ばれた「ふれあい推進員」の活動拠点として、お祭り、学校行事の打ち合わせの場に 

・ 介護等のサポート拠点の設置・運営費用として、岩手県２０か所、宮城県４３か所、福島県１６か所（この
他９ヶ所の要望についても検討中）分が、各県の６月までの補正予算に計上されている。 

＜サポート拠点＞ 
仮設住宅に併設 在宅支援診療所等との連携近隣の居宅サービス事業所等

連携  連携 
仮設住宅に併設          

総合相談機能 
（ＬＳＡ(※)、相談支援専門員等） 

デイサービス 情報支援 日中活動等

在宅支援診療所等との連携 近隣の居宅サ ビス事業所等 
との連携 

心の相談窓口の併設 

デイサ ビス、情報支援、日中活動等

居宅サービス等 
（居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、診療機能等） 

配食サ ビス等の生活支援
アウトリーチ 

アウトリーチ配食サービス等の生活支援

地域交流スペース（サロン） 
地域の高齢者・障害者、子ども 等 

心の相談窓口

アウトリ チ

＜仮設住宅＞      

※ ＬＳＡ ： ライフサポートアドバイザー ＝ 住民からの様々な相談を受け止め、軽微な生活援助のほか、専門相談や具体的なサービス、心のケア等につなぐなど
の業務を行う者 

心の相談窓口 
〈避難所〉 
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雇用① 
（「⽇本はひとつ」しごとプロジェクト） 

被災者 就労支援と雇用創出を促進するため 補 予算 法改 等 よる総合対策と 被災者の就労支援と雇用創出を促進するため、補正予算・法改正等による総合対策として、 

『「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ２』 をとりまとめ （４月２７日） 

補正予算・法改正等による総合対策
（参考）当面の緊急総合対策として、フェーズ１を４月５日にとりまとめ 

 

 
○雇用調整助成金の拡充

 

 
○被災した方を雇い入れる企業への助

 
 

○復旧事業の推進

復旧事業等による確実な雇用創出 
被災した方々の新たな就職 

に向けた支援 
被災した方々の雇用の維持・ 

生活の安定 

補正予算 法改正等による総合対策

→次頁 ○雇用調整助成金の拡充

  特例対象期間（１年間）中に開始した 
 休業を最大300日間助成金の対象 
  暫定措置（被保険者期間６か月未満 

の方を対象）を延長

○被災した方を雇い入れる企業への助
成の拡充 

   被災した離職者を雇入れ助成金
（特定求職者雇用開発助成金）の助
成対象に追加

○復旧事業の推進

   公共土木施設等、空港、公営住 
 宅、水道、工業用水道、廃棄物処 
 理施設等の災害復旧、災害公営住 

宅等の整備・公共土木施設等の補

→次頁

の方を対象）を延長
   
○各種保険料等の免除等 
   
○中小企業者 農林漁業者 生活

成対象に追加

 

○職業訓練の拡充 

 宅等の整備 公共土木施設等の補
 修工事 
  農地・農業用施設、海岸林・林 
 地、漁港・漁船・養殖施設等の復 

旧支援 ○中小企業者、農林漁業者、生活 
 衛生関係営業者等の経営再建支援 
   
○雇用保険の延長給付の拡充 →次頁 

雇用保険の給付日数を 現行の個別

  

○復旧工事災害防止対策の徹底 

 

○避難所への出張相談と被災者のニー

 旧支援 
  医療、介護、児童、障害等施設、 
 職業能力開発施設等の災害復旧 
  市町村の行政機能の応急の復旧 

仮設住宅の建設等  雇用保険の給付日数を、現行の個別
延長給付（60日）に加え、更に延長 

 
○未払賃金立替払の請求促進・迅速な

支払

ズに対応した求人開拓 

 

○広域に就職活動を行う方への支援 

  仮設住宅の建設等 
  災害廃棄物（がれき等）の処理等 

 
○雇用創出基金事業の拡充                 

支払
 ○被災地における新規学卒者等への就

職支援 

 

  重点分野雇用創造事業の基金を積
み増して拡充 

                      
２０ 

→次頁 



雇用② 
（主な⽀援制度） 

○ 事業所が震災被害を受けたことにより休業となり、賃金
が支払われない労働者に、離職していなくても、失業手当
を支給する特例措置を実施

（１）雇用保険 
○ 労働者が離職した場合に、失業手当を支給 

※離職せずに休業している場合は支給されない 
特例 

震災被害により賃金が支払われない労働者のために、特例措置を実施 

を支給する特例措置を実施

○ 震災により休業及び離職を余儀なくされた方の給付日数
について、原則６０日の個別延長給付を更に６０日分延長
する特例措置を実施 

 

（２）雇用調整助成金 
○対象の拡大 
  ・ 東京都を除く災害救助法適用地域の事業所 

○ 経済的理由により事業活動の縮小（注）を余
儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持の

支給要件を
緩和

労働者の雇用を維持するために休業を実施する企業に国が助成 

  ・  これらの地域の事業所等と取引関係が緊密な事業所等 

○事業活動縮小の確認期間の短縮（３か月→１か月） 

○支給対象期間において、これまでの支給日数にかかわら
ず 最大３００日の受給を可能とする 等

儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持の
ため、休業等を実施した場合 

 （注）最近３か月とその直前の３か月又は前年同期の事業活動

を比較 

→ 休業手当などの負担額の２／３

緩和

ず、最大３００日の受給を可能とする 等

   

   

 → 休業手当などの負担額の２／３
   （中小企業は４／５）を国が助成 

（３）雇用創出基金事業  震災により失業された方々のために、雇用の場を確保  →次頁 

○ 国の交付金を財源として、都道府県・市町村
が、離職した失業者の雇用機会を創出する事
業 

 ・対象分野  ： 介護、医療、農林など

○ 基金を積み増して拡充し、「震災対応事業」として被災者
の雇用機会を創出する事業を実施。 

 （自治体の臨時職員として雇用することも可能） 
    （例） 仮設住宅における子どもの一時預かりや高齢者の 

要件緩和・ 

積み増し 

護 農

 ・雇用期間  ： １年以内、更新不可      見守り、がれきの片付け 等

○ 雇用期間の複数回更新を可能とする 

○ 全国で合計約４１，０００人の雇用創出計画（7月15日現在） 



（参考）雇用創出基金事業の取組状況（７月１５日現在厚労省把握分） 

東日本大震災により仕事を失われた方々の雇用の場を早急に確保するため 重点分野雇用 東日本大震災により仕事を失われた方々の雇用の場を早急に確保するため、重点分野雇用 
創造事業等の雇用創出のための基金事業について、実施要件の緩和と基金の積み増しにより、 
被災された方々の雇用機会を創出する事業を実施。（23年度補正予算：500億円） 
 

○ 岩手県 
    10,000人の雇用計画数。うち、4,772人の求人数。うち、3,097人の採用実績。 
  役所の事務作業、仮設住宅の環境整備、流失した漁具の片づけ等を行う。 
 
○  宮城県 
   11,000人の雇用計画数。うち、6,516人の求人数。うち、 3,387人の採用実績。 

被 高 ズ 植  被災地のパトロール、仮設住宅での高齢者の見守り・ニーズ調査、花の植栽等を行う。 
   

○ 福島県○  福島県

   11,000人の雇用計画数。うち、5,610人の求人数。うち、3,874人の採用実績。 
  避難所・仮設住宅のパトロールや清掃、住民票等受付・発行等を行う。 
 

○ 全国で、基金を活用し、約41,000人の雇用計画数。うち、約13,400人の採用実績。 

   

２２ 



雇用③ 
（被災者への取り組み） 

雇用保険離職票等交付件数の推移 

○被災３県の雇用保険離職票等交付件数は13万6,636件、 
 対前年比2.0倍となっている。 

就職件数の推移 

○被災３県の5月の就職件数は、1万2,952件であり、 
 震災後増加傾向にある。 

150000 

被災３県の雇用保険離職票等交付件数の推移（３月12日～７月10日の累計） 

136,636件 
（件） 

4245 10000 
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14000 
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16783  28716 
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（資料出所）厚生労働省調べ 
（資料出所）厚生労働省調べ 

0 
３月  ４月  ５月 

（参考） 
○雇用創出基金事業による就職件数は、被災３県で10,358件（7月8日現在） 
（内訳：岩手県3,097件、宮城県3,387件、福島県3,874件） 

 

＜特別相談窓口での相談＞  

 ○ ハローワーク、労働基準監督署などに特別相談窓口を設置 

○ フリーダイヤルによる電話相談

被災者の方々に向けた取組

 ○ フリーダイヤルによる電話相談
 

＜避難所等への出張相談＞ 

 ○ 避難所等において、入所者を対象としたハローワーク、労働基準監督署 

からの出張相談を実施（1 348回：相談実績：8 149件）6月17日時点   からの出張相談を実施（1,348回：相談実績：8,149件）6月17日時点 

   ※ 岩手、宮城、福島の３県内のみならず、埼玉、千葉、東京など、被災者が 

     入所する各地の避難所等において実施 
２３ 

出張相談の様子（福島労働局） 



その他 
（年⾦・ワンストップサービス等） 

○ 療保険 厚生年金保険

（１）被災地における医療・年金・介護・労働保険料の納付期限の延長、免除等 

○納付期限の延長・猶予、延長期間中の口座振替の停止
○ 医療保険、厚生年金保険、

介護保険、労働保険の保険
料負担 

○納付期限の延長 猶予、延長期間中の口座振替の停止 

○保険料の減免（最長１年間） 

○保険料の減免を行った保険者への財政支援 等  

※保険制度によって支援措置は異なる

○ 年金事務所等の職員による被災地における出張巡回相談 
（主なご相談内容 遺族年金給付 年金保険料 免除申請 年金手帳等 再交付など）

 
（２）年金相談への対応 

 

 ※保険制度によって支援措置は異なる。 

  （主なご相談内容： 遺族年金給付、年金保険料の免除申請、年金手帳等の再交付など）

○ 日本年金機構による「被災者専用フリーダイヤル」の開設（４月11日～） 

 
（４）「生活支援ニ ス」の配布（３）ワンスト プサ ビス

   ○ 被災された方を対象 
○ 健康維持や生活支援、仕事探しなどのための

情報を掲載した「生活支援ニュ ス」を発行し

 
（４）「生活支援ニュース」の配布

 ○目的 
  避難所生活を余儀なくされている方々の生活に関 
する総合的な相談に幅広く対応すること

（３）ワンストップサービス

情報を掲載した「生活支援ニュース」を発行し、 
  避難所等に配布 

 ＜参考＞ 第１号（4月5日）、第２号（4月12日） 
第３号（4月19日） 第４号（4月26日）

  する総合的な相談に幅広く対応すること
○内容 
 雇用・労働、年金・くらし・福祉などの相談を、労働局・ 
 年金事務所・社会福祉協議会等の職員が共同で行う        第３号（4月19日）、第４号（4月26日） 

        第５号（5月5日）、第６号（5月10日） 

             

事務所 社 福 協議 職員 う
 もの                         
  実施状況：避難所等289箇所で実施（7月15日現在） 
               ２４ 



原発事故への対応① 

（１）健康の確保 

①放射性物質 指標等

（2）水道水の管理 

①健康相談 ①放射性物質の指標等

○ 水道水中の放射性物質の指標等を超過した時に
は、厚生労働省より、水道事業者に対して、摂取制限
及び広報を要請

①健康相談

○ 放射線に関する健康相談について、都道
府県等の保健所に対し、相談窓口を設置す
るよう依頼 及び広報を要請

   放射性ヨウ素300Bq/kg（乳児は100Bq/kg） 

    放射性セシウム200Bq/kg 

※ 現時点で乳児または 般における摂取制限を行ってい

るよう依頼。

 

②被ばく不安解消のためのスクリーニング対
応医師等の派遣 ※ 現時点で乳児または一般における摂取制限を行ってい 

    る地域はない。（7月19日時点） 

 

②水道水における放射性物質対策検討会の検討結果

応医師等の派遣 

○ 放射線の測定や健康管理のため、医師な
ど累計３９８人が派遣されている。 

②水道水における放射性物質対策検討会の検討結果 

○ 東電福島第一原発から大量の放射性物質が再度
放出されない限り、摂取制限等の対応を必要とする
ような水道水への影響が現れる蓋然性は低い 

 

③入院患者等の搬送 

○ 屋内退避指示が出ている20～30km圏内の
病院・老健施設等の患者・入居者（約1,700人

○ 水道水中の放射性物質が不検出又は極めて低い
濃度で推移しているものの、今後、事故後初めての
梅雨や台風襲来時期を迎えることから、モニタリング
を継続実施

病院 老健施設等の患者 入居者（約1,700人
（6病院約700人、福祉施設約1000人））を福
島県内外へ搬送 

 

２５ 

を継続実施



原発事故への対応② 
（３）食品 

○ ３月１７日 放射性物質について食品衛生法上の暫定規制値を設定 

      （例）野菜：放射性ヨウ素2000Bq/kg、放射性セシウム500Bq/kg 

（ ）食品

q g q g

○ ４月５日 魚介類に対する放射性ヨウ素の暫定規制値を設定 

        魚介類：放射性ヨウ素2000Bq/kg魚介類 放射性 ウ素 q g

                      ※検査実施状況 8,388件、うち暫定規制値超過475件（７月２４日現在）  

県名 出荷制限品目

（摂取制限の対象となっている食品） （出荷制限の対象となっている食品） 

県名  出荷制限品目

（一部地域） 
原乳、ホウレンソウ、カキナ、キャベツ、ブロッコリー、
カリフラワー、カブ、原木しいたけ（露地・施設栽培）、

県名 摂取制限品目

（一部地域） 
ホウレンソウ カキナ キ ベツ ブロ

福島県 
カリフラワ 、カブ、原木しいたけ（露地 施設栽培）、
たけのこ、くさそてつ（こごみ）、ウメ、ヤマメ（養殖を除
く。）、ウグイ、アユ（養殖を除く。） 等 
（全域） 
イカナゴの稚魚、牛肉（7/19～）

福島県 
ホウレンソウ、カキナ、キャベツ、ブロッコ
リー、カリフラワー、原木しいたけ（露地） 等 
（全域） 
イカナゴの稚魚 

稚魚、牛 （ / ）

茨城県  （全域）茶（6/2～） 

栃木県  （一部地域）茶（6/2～、7/8～） 

千葉県 （ 部地域）茶（6/2 7/4 ）

（７月２４日現在） 

千葉県  （一部地域）茶（6/2～、7/4～）

神奈川県  （一部地域）茶（6/2～、6/23～、6/27～） 

群馬県  （一部地域）茶（6/30～）  ２６ 
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